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御前崎市生涯学習講座 自主講座 今後の手続き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①自主講座開設計画書の提出 ～5/31 

②自主講座開設決定の通知 随時 

③生涯学習ガイドブック後期版の校正依頼 

メールもしくは郵送で生涯学習ガイドブック(案)を送ります。 

６月 

下旬頃 

④生涯学習ガイドブック後期版の校正 

ご自身の講座情報を確認していただき、修正点の有無に関わらずご連絡ください。 

７月 

上旬頃 

⑤生涯学習ガイドブックの発刊 

班回覧のほか、市内施設や病院,銀行等に配布します。 

 

８月 

⑥受講生の受付 

ガイドブック掲載の連絡先に受講希望者から直接申し込まれます。 

取りまとめを行ってください。方法は問いません。 

9/2～

9/20 

⑦申込者人数の報告 

9/20 時点の申込者を社会教育課ご連絡ください。 

9/21～

9/26 

講座の開設 

裏面Ⅰへ 

講座開設決定の取消 

裏面Ⅱへ 

◎ご自身で設定した最小定員を超えた場合 ◎ご自身で設定した最小定員を下回った場合 
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翌年度の自主講座の募集を 11月～12 月ごろ行います。 

同じ講座を継続して行う場合でも自主講座開設計画書を再度ご提出ください。 

⑨講座の開講 

計画どおりに講座を行ってください。 

10 月

～３月 

終了後 

14 日以内 

⑩自主講座報告書の提出 

全講座終了後 14 日以内に社会教育課までご提出ください。 

様式は市ホームページからダウンロードもできます。 

自主講座に関する手続きは 

以上で終了です。 

⑧自主講座開設決定取消の通知 

今年度の講座の開設はありません。 

9/25～

9/30 

Ⅱ 

自主講座に関する手続きは 

以上で終了です。 

Ⅰ 


